
 

県が定める都市計画決定の手続き例 

法１６条 
 

都市計画の 
案の作成 

 

公
聴
会
※
１ 

 
住
民
説
明
会
※
２ 

都市計画の案の 
公告・縦覧 
（２週間） 

三重県 
都市計画審議会 
（都市計画案の審議） 

付議 
 

意
見
書
の
提
出 

（
縦
覧
期
間
中
） 

法１７条 
第２項 

 

法１７条 
第１項 

 

法１８条 
第１項 

 

都市計画の 
決  定 

法１８条 
第３項 

 

法１８条 
 

告 示・縦 覧 

国
土
交
通
大
臣
の
同
意
（
必
要
な
場
合
） 

法２０条 
 

国
及
び
関
係
機
関 

と
の
事
前
協
議 

関係機関 三重県 住民 

都市計画の 
素案の作成 意見の

反映 

（任意） 

※ １ 公聴会の開催は、都市計画について広く住民の意見を聞いて、その意思を都市計画の 
  案に反映しようとする手続。 
※ ２ 住民説明会は、都市計画案についてその内容を住民に広く理解してもらうことを目的 
  として開催する説明会。 

意見書 
の要旨 

伊
勢
市
都
市
計
画
審
議
会 

（
市
の
意
見
に
関
す
る
調
査
審
議
） 

市の意見聴取 

法１８条 
第１項 

 

他
行
政
機
関
等
と
の
調
整
等 

法２３条 

 

意見書 
の要旨 

市の意 
見提出 
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